
用語解説

❏１：性的マイノリティ

性的少数者。同性愛、性同一性障害、インターセックス(先天的に身体上の性別が不

明瞭なこと)の人々などを含む総称。

❏２：ＮＰＯ

行政、企業とは別に社会的活動を行う非営利の民間組織をいう。利潤追求や利益配分

を行わず自主的、自発的に公益的な活動を行う民間組織、団体のことで、営利企業と区

別して理解され、法人格を持つ組織(公益法人、特定非営利活動法人など)と、法人格を

持たない組織(ボランティアグループなどの任意団体)がある。政府(行政)、営利組織(

企業)と並ぶ第三セクターと呼ばれている。

❏３：地区コミュニティ組織

原則として単位自治会・福祉関係団体・老人会・ＰＴＡ・婦人会・地域商店・事業所

等、地域の各種団体を集約した統括的な組織であり、現在、市内には32の組織がある。

❏４：ＤＶ

・ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス

夫やパートナー等、親密な人間関係の中で起こる暴力のことを言い、身体的暴力だ

けでなく、精神的、性的暴力なども含まれる。

❏５：ノーマライゼーション

障害を持つ人の人権を尊重して、取り巻いている環境を変えることにより、他の人々

と同様な生活が送れる社会をつくりあげていくこと。
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世界人権宣言

１９４８年（昭和２３年）１２月１０日

第 ３ 回 国 際 連 合 総 会 採 択

前 文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認する

ことは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰

の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣

言されたので、

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするため

には、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに

男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活

水準の向上とを促進することを決意したので、

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を

達成することを誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重

要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の

人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由と

の尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵

守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての

人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第１条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等で

ある。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなけ

ればならない。

第２条

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しく

は社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも

受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治

地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の

政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第３条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
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第４条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に屈することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いか

なる形においても禁止する。

第５条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けるこ

とはない。

第６条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を

有する。

第７条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な

保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対して

も、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける

権利を有する。

第８条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権

限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第９条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第１０条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って

、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利

を有する。

第１１条

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保証を与えられた公

開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有す

る。

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為の

ために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑

罰を課せられない。

第１２条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又

は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻

撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第１３条

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第１４条

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を

有する。

２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国政連合の目的及び原則に反する行為を原因と

する訴追の場合には、援用することはできない。
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第１５条

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認され

ることはない。

第１６条

１ 成年の男子は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し

、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に

関し平等の権利を有する。

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利

を有する。

第１７条

１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第１８条

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又

は信念を変更する自由並びに単独又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行

事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第１９条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受ける

ことなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を超えると否と

にかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第２０条

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。

２ 何人も、結社に属することを強制されない。

第２１条

１ すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する

権利を有する。

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。

３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ

真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるも

のでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によ

って行われなければならない。

第２２条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及

び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の

自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有

する。

第２３条

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び

失業に対する保護を受ける権利を有する。

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受

ける権利を有する。
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３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障す

る公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補

充を受けることができる。

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権

利を有する。

第２４条

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇を持

つ権利を有する。

第２５条

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び

福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老

齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

２ 母と子は、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、摘出である

と否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第２６条

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段

階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技

術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、

能力に応じ、すべての者に等しく開放されていなければならない。

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなけれ

ばならない。教育は、すべての国または人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛

容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するもの出

なければならない。

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第２７条

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその

恩恵にあずかる権利を有する。

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質

的利益を保護される権利を有する。

第２８条

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩

序に対する権利を有する。

第２９条

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に

対して義務を負う。

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正

当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の

福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にの

み服する。

３ これらの制限及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使

してはならない。

第３０条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げ

る権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を

行う権利を認めるものと解釈してはならない。
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日本国憲法（抄）

昭和２１年（１９４６年）１１月３日公布

昭和２２年（１９４７年） ５月３日施行

〔基本的人権の享有〕

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障す

る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら

れる。

〔自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止〕

第１２条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これ

を保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に

公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要とする。

〔法の下の平等〕

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門

地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

…第２項、第３項省略

〔思想及び良心の自由〕

第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔居住・移転・職業選択の自由、外国移住の自由〕

第２２条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

。

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第２３条 学問の自由は、これを保障する。

〔家族生活における個人の尊厳と両性の平等〕

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基

本として、相互の協力により、維持されなければならない。

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他

の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ

ればならない。

〔生存権、国の社会的使命〕

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

に努めなければならない。

〔教育を受ける権利、教育の義務〕

第２６条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育

を受ける権利を有する。

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ

る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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〔基本的人権の本質〕

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の

努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に

対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

〔最高法規、条約及び国際法規の遵守〕

第９８条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び

国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要

とする。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

平成１２年（２０００年）１２月６日公布・施行

（法律第１４７号）

（目的）

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、

人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に

関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もっ

て人権の擁護に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活

動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する

国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）を

いう。

（基本理念）

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域

その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する

理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の

採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければな

らない。

（国の責務）

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務

を有する。

（地方公共団体の責務）

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実

情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。

（国民の責務）

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実

現に寄与するよう努めなければならない。

（基本計画の策定）

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

（年次報告）

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策につ

いての報告を提出しなければならない。

（財政上の措置）

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当

該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。
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附 則

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施

行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策につい

て適用する。

（見直し）

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成

８年法律第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の

救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審

議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。
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高槻市人権尊重の社会づくり条例

平成１３年(２００１年)３月２８日

高 槻 市 条 例 第 ８ 号

すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等であり

、基本的人権を享有することが保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であ

り、世界人権宣言及び日本国憲法の理念である。

しかしながら、今日でもなお、人種、民族、信条、性別、社会的身分、障害があること

等に起因する人権に関するさまざまな問題が存在するとともに、社会状況の変化等により

、人権にかかわる新たな課題も現れてきている。

このような状況において、命の尊さや人間の尊厳が大切にされ、生きがいのある人生を

創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくことが今まさに求められている。

国内外において２１世紀を「人権の世紀」とする取組みが進められ、人権の尊重が国際

的潮流となるなかにあって、世界人権宣言及び日本国憲法の理念に基づき、市と市民の協

働による真にすべての人の人権が尊重される社会をつくるため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、人権尊重の社会をつくるため、市及び市民の役割を明らかにする

とともに、人権に関する施策の推進に関し必要な事項を定め、もってすべての人の人

権が尊重される社会の実現に資することを目的とする。

（市の役割）

第２条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の視点を施策に生かすとともに、

市民の自主性を尊重して人権尊重の理念の普及を図るなど人権に関する施策の推進に

努めなければならない。

（市民の役割）

第３条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を

尊重するよう努めるものとする。

（施策の推進等）

第４条 市は、人権に関する施策を効果的に推進するため国及び大阪府と連携するとと

もに、市民の人権意識の高揚を図る人権啓発並びに人権問題に関する情報の収集及び

提供等人権に関する施策を推進するものとする。

（人権施策推進審議会）

第５条 市に、高槻市人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、人権に関する施策の推進に関する基本的事項を調査

審議する。

３ 審議会は、委員１２人以内で組織する。

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 公共的団体の代表者

５ 委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定め

る。
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附 則

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する｡

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（高槻市条例第３２

８号）の一部を次のように改正する。

［次のよう］略
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高槻市多文化共生施策推進基本指針の体系

[基本方針と取り組み] [具体的方策]
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❐居住 ❐教育

❐労働環境 ❐医療、保健

❐防災

❐ 庁内体制の整備

❐多文化共生施策推進に関する

機関の設置

❐ＮＰＯ等との連携

❐交流の促進

❐市民参加への促進

❐広報等の多言語化

❐パンフレット類の活用

❐通訳ボランティアの紹介等

❐日本語能力向上の支援

❐人権啓発活動の充実

❐企業における人権意識の高揚

❐ＮＰＯ等との連携

❐国等への要望活動

【人権尊重】

多文化共生の意識づくりと推進

【施策の推進】

推進体制の確立

【多文化共生の地域づくり】

外国人市民参加のしくみづくり

【暮らしの支援】

外国人市民にも暮らしやすい

まちづくり

【情報の多言語化】

コミュニケーション支援

基本理念

さまざまな文化、習慣、価値観の違いを認め合い、国籍や民族的・文化的背景に関係

なく、共に地域を支え合う豊かで活力ある多文化共生の地域社会の実現

資料 ６


